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e-Tax

武 　 部 　 直 　 樹

十和田税務署　人事異動（７月10日付）　幹部職員の紹介
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十和田税務署だより十和田税務署だより
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ひとことアドバイスひとことアドバイスひとことアドバイス
税理士か

らの

を負担している方（第２号被保険者、と言い

ます）は、会社から貰う賃金だけが保険料の

対象で、それ以外の儲けについては賦課の対

象になっていないのです。これは不正な行為

でも何でもなく、今の制度上こうなっている

ということです。

　税金の場合はこうは行きません。手にした

儲けが給料だろうが副業だろうが、最終的に

は合算され合計所得金額として所得税等が課

税されます。（尤も、副業を正しく申告しな

ければ話は別ですが）　　　　　　　　　　

　「副業しても保険料が増えないならラッ

キー」と思われるかもしれませんが、本当に

このままで良いのでしょうか。税金も公的保

険料も、それぞれの負担能力（≒経済力）に

応じて負担するのが、そもそもの制度趣旨だ

と思います。これを放置するのは何か釈然と

しないのですが、皆様はどうお考えですか。

　ちなみに、皆様の事業所でも副業を解禁す

る場合、就業規則等社内規定の見直しが必要

になる可能性があります。社内規定も「過去

に一度作ってそれっきり」という事業者様も

多いかと思いますので、この機会に見直して

みるのも良いでしょう。

　ここ数年、日本企業の平均賃金が上昇して

いないというニュースが取り上げられるよう

になり、それを受けてか、企業でも一定の条

件下で副業を許容する動きがあるようです。

　副業のメリット・デメリットについては省

略しますが、従業員の立場としては、勤務先

での賃金アップが望めない以上、第二・第三

の収入の手立てを考えるのは自然な発想だと

思います。

　で、この原稿を仕上げる前に、国税庁から

「収入300万円以下の副業は、事業所得では

なく、雑所得として取り扱う」という気にな

るパブリックコメントが出されたのですが、

今回話題にしたいのはこの点ではありませ

ん。以前から私が引っ掛かっていた、副業で

の儲けと社会保険料との関係についてです。

　まず、一般的な会社員であれば、給料に応

じて社会保険の等級が決められ、その等級に

従った保険料を負担することになり、毎月の

給料から天引きされます。この会社員が、「※

個人事業者として」副業を開始し、仮に年間

100万円の儲けを得た場合、保険料の負担は

いくら増えるでしょうか。

※あくまでも個人事業者として、の場合です。

　答えは「１円も増えません」

　増えないんです。会社員として社会保険料

副業と保険料の関係
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年末調整説明会（10：00～サン・ロイヤルとわだ）

第36回法人会全国青年の集い（沖縄大会）

11 月スケジュール
29日（火）

24日（木）～25日（金）

　本取り組みは、国税庁、日税連の協力により法
人会で作成した「自主点検チェックシート」「自
主点検ガイドブック」により、企業自らが内部統
制面や経理面の資質向上に向け自主点検を行い、
これを通じて企業の成長をめざし、ひいては税務
リスクの軽減にもつながることを期待するもので
す。
　自主点検チェックシート、自主点検ガイドブッ
クは、当法人会のホームページからダウンロード
ができますので、是非ともご活用ください。
 （後援 : 国税庁）

企業税務コンプライアンス
向上のための取組

http://houjin-13.or.jp/

　「法人会は税のオピニオンリーダーとして企業の発展を支援し、地域の振興に寄与し、国と社
会の繁栄に貢献する経営者の団体」として全国で約75万社の企業が加入しています。
　公平で健全な税制実現のため、会員企業の声を立法府等にアピールするとともに、税の啓発や
租税教育を積極的にすすめています。
　当会では、新会員を募集しております。会員の皆様方のお知り合いで未加入企業がありました
ら、是非ご紹介をお願いいたします。併せて、青年部会員と女性部会員も募集中 !

連絡先／公益社団法人 上十三法人会　☎0176－25－3435

新会員新会員
募集中 !募集中 !

全国法人会総連合会報誌「ほうじん2022秋号」に、上十三法人会の記事が２ページにわたり掲載されます。ご一読ください。
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